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ナフタリらの経済民主主義論について

―ドイツ経済民主主義論の確立ー一

(I) 

大橋昭一

m 経営協議会・経営レベルでの参加・

経営民主主義の位置づけ

ドイツ自由労働組合の経済民主主義論において，社会主義との関連となら

んで，いま 1つ大きな問題であったのは，経営協議会・経営レベルでの参加

・経営民主主義の意義・位置づけをめぐる問題である。

結論を先に述べるならば，ナフタリ編『経済民主主義』は，経済全体の立

場による経済運営を強調する点からも，個別企業での共同決定・経営参加に

対して消極的立場を主張することを特徴とする。 しかしこの問題は，「公益

優先の原則」とともに，経営協議会と労働組合との関係にも関連する。同書

によると， 「労働組合によって影響がなされうるところの超経営的経済指導

が存在しない限り，経営協議会の経済的使命は純粋に私経済的性質のものに

とどまり，したがって経営にとらわれない国民経済の指導を求める労働者階

級の努力には組み入れられることができない。……今日，経営協議会は経済

の民主化の担い手ではなく，経営において法律上および協約上の規範の遂行

に役立つ社会的自治の表現である。経済の分野では経営協議会の職務は，民

主主義的新秩序の萌芽ではなく，経済の分野では一時的に，労働者階級の活．．．．． 
動家に対する経済的訓練可能性という控え目な，一重要でないわけではな

(62) 

いとしても一ー機能を果たすことができるにすぎない」。
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経営協議会を基盤とする経営民主主義の問題も， 1925年プレスラウ大会以

来自由労働組合において激しく論じられてきた問題で， 1925年大会でイエッ

ケルなどが経済民主主義と経営民主主義をとくに区別せずに論じているのに

対して，同大会直後すでにエルトマンは，経済指導への参加が経済民主主義

であるのに，経営民主主義は経済指導への参加となんら闘係がなく，したが

って「労働組合の中では，経営民主主義が経済民主主義でないこと，両者は
(63) 

全く別のものであることについて，なんら疑問がない」と強く述べた。
(64) 

1926年同趣旨のことをヘルムペルクがさらに主張したのに対して，同年メ

ニッケ (Mennicke,Carl) は，経営協議会こそ労働者の連帯を喚起するも
(65) 

のであると，経営協議会の重要性を強調して反論した。メニッケによると経

営協議会には，経営の利益を守るという使命とともに，労働者の利益を経営

に対して主張するという，いわば二重忠誠義務 (doppelteObliegenheit) 

がある。両者は現象的には矛盾するようであるが，第一に経営協議会は，労

働規律を経営者の介入しないように自主的に固め， もって経営者のあらゆる

気ままな措置に対する反抗力を強めることによって，経営協議会に対する経

営従業員の信頼心を獲得しており，それを背景に経営に対して必要な譲歩を

行わせしめたりして，二重使命を統一的に解決している，とメニッケは主張

する。

かれによれば，経営協議会は従業員の信頼心のうえにたって， 「経営が国

民の力 (Volkskraft)の強化と向上という意味において生産活動するという

経営の真の使命を果たすよう支援しているものである」から，経営の利益を

守るという精神にたっていいのである，と。かれはこうした考えにたって，

ヘルムベルクのように，経済民主主義が経済指導への参加に限るというのは

誤りで，そうした「ヘルムペルク的な考え方こそ，つきつめていけば，共産

主義のイデオロギーとやり方になる」と批判した。

メニッケらの経営協議会積極論はこの場合，エルトマンやヘルムベルクの

主張に対して，自由労働組合内部でも右翼的な潮流を代表するものと思われ

るが， 1928年第13回大会では，ナフタリらの経営協議会消極論に対して，討
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論において公務員労組のミュントナー (Miintner,F.）と金属労組のハイデ

(Heyde, W.)から反論がなされた。 ミュントナーは， 経済民主主義実現
(66) 

のための最も重要な要素は経営協議会であるといい，ハイデは，今日の経営

協議会は1922~23年のころのものとは異なって硯実的なものとなっており，

経営協議会の活動を考えると現在すでに経済民主主義の真只中にいると主張

しfi:7)ハイデは暗に，ナフタリらには1919年のころの経営協議会運動からく

る誤解があるのではないか，というのである。

これに対してナフクリは結語において，経営協議会が経営における労働関

係の形成や実践的な労働形成に関係する問題ではきわめて重大な職能をもつ

ものであり，また合理化の実践的遂行に関連した問題ではとくに重要な機能

をもつものとしたが・,経済民主主義としては常に経営を越えた経済全体的な

機関や関係が問題となるのであり，もし経営協議会が経営の経済的協議にあ

ずかるならば，経済指導には必然的に経営エゴイズムが生じ，個別経営の全

休利益への従属という意味での経済民主主義をそこなうことになろうと，ぃ
(68) 

ま一度強調した。

ナフクリはこのように，経営協議会が経営レペルの利害にとらわれて全休

経済的視野に立ちえないことを強調するのであって，たとえ経営協議会が，

メニッケなどのいうように労働者の信頼を獲得し，労働者の利益のために一

貫して闘争するものであっても，それが個別経済レベルのものである限り，

経済民主主義としては大きな意義を有しないのであって，経済民主主義の担

い手はあくまで労働組合であり，したがって経営民主主義には大きな価値を

認めることができないというのである。ここに自由労働組合幹部として，す

べてがあくまで労働組合中心としてなされるべきであり，労働者の利益擁護

といっても，単なる利益擁護一般ではなく，労働組合を中心にするぺきこと

という，ナフクリらの姿が公然と現われている。

とはいえ当時，資本・企業・経営者の側において，労資の階級対立を隠蔽

もしくは否定しようとする作業共同体 (Werksgemeinschaft) の考えが強

力に展開され，経営協議会をその機関として育成しようとする主張がなされ
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ていた事情も考慮されねばならないであろう。たとえばその主張者の 1人レ

ーマン (Lehmann,Heinrich)は， 経営協議会法で経営協議会を経営指揮

者に協力して生産向上などに協力すぺきもの（第66条）と規定していること

を根拠に，経営協議会を手段とする作業共同体の育成を叫ぴ，それを自由労
(69) 

働組合の経済民主主義論に対抗せしめようとした。

ナフクリらとしては，こうした作業共同休の主張に対抗する必要があった

のである。そのためにかれらとしては，経営協議会が労働組合のバックや強

い超経営的観点のない場合には，経営エゴイズムに陥る危険のあることを絶

えず主張せねばならなかったのであろう。

こうした労働関係における民主化としての共同経済的観点の強調は，経営

参加・共同決定一般にも貫ぬかれている。前述のように，ナフタリ編『経済

民主主義』では，労働関係は物権法の時代から債権法の時代をへて労働法の

時代へと発展してきたのであるが，同書によれば，労働関係における経済民

主主義としては，「労働者階級が社会的生存権をまもり， 絶えず拡大すると

いうだけでは十分ではない。労働者階級は経済的権力をその私的利用者から
(70) 

解放し；経済の共同組織に移管するよう努めねばならない」のである。

つまり労働者の経営参加・共同決定も，それが私的領域における意思決定

という枠内で行われるだけの間は，たとえ私的従属の程度が変化したとして

も，労働者は依然として私的企業者のために働いているだけであって，全体

のために働いているのではないとして，経済民主主義にとって本質的なこと

は，労働者も私益のためではなく，公益のために働くよう経済組織を作り変
(71) 

えることであるというのである。

経営協議会の位置づけをめぐる論争は，冒頭ですでに一言したように，ま

ず全体的な経済指導の確立を主張し経済民主主義を根本的には将来の問題と

するヘルムペルク的な考え方と，経済・経営のいかんを問わずとにかく参加

しその中で労働側の地位•取り分の向上を考えるぺきであって，経済民主主

義を現在の問題とするイエッケル的な考え方との対立である。ちなみに1928

年ハンプルク大会の発言をみると，自由労働組合幹部の間でも，この点に関
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して確かに徴妙な進いがある。

(5)5 

たとえばエッガートは，ナフタリの「経済民主主義の実現」についての報

告に関連して，それは目標としての社会主義を明確にした点にあるというこ

とに，比較的重点をおいて言及しているのに対して， タルノウは経済民主主

義を端的には参加であるとして，資本主義経済あるいは資本主義国家を認め

たうえでそれに参加し，労働者の物的福祉の向上に努力すべきであるという
(72) 

観点が比較的強い。

とはいえしかし，エッガートにしてもタルノウにしても，労働組合と経営

協議会の関係については，労働組合を絶対に優先させるべきであるという考

えでは共通しており，エッガートが社会主義が目標だといってもそれらはナ

フタリらと同じ意味においてであり，エッガートも経済の中に入りそこで積
(73) 

極的に協働すべきであるというのであって，タルノウらとの間に大きな遮い

があったのでは毛頭ない。目標としての社会主義に関していえば，エッガー

トらが立て前として社会主義を否定できないというのに対して， タルノウら

がそれにあえて言及しようとしないだけのことであったであろう。

W 自由労働組合第13回大会決脹「経済民主主義の実現」

いずれにしろ自由労働組合第13回大会では，ナフタリらの経済民主主義論

は， クラウスら左翼系代議員の反対を除いては特別な異論もなく， 「経済民
(74) 

主主義の実現」と題する大会決議が採択された。以下にそれを訳出しておき

たい。

経済民主主義の実現

労働者階級の福祉が，旧来同様労働組合の使命の前面にたつところの賃金・労働

条件の改善を求める闘争と並んで，経済制度の変化に決定的に依存するという認識

を出発点として， ドイツ労働組合総同盟第13回大会は，経済の民主化の要求を改め

て提起する。

すでに1919年のニュルンベルク大会で声明しているように，わが労働組合は，社

会主義をもって資本主義よりも高度な国民経済組織と認める。経済の民主化は，社
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会主義へいたるものである。この道を明確に示し，この道において経済的社会的発

展を進めることは，労働組合に第一に課せられた課題である。経済制度の変化は，

遠い将来の目標ではなくて，日々歩まれるべき発展過程である。この発展過程にお

いて，組織された労働者たちには，多様なる個々の任務が生じる。

経済の民主化は，資本所有の上に築かれている支配を 1歩ずつ除去することであ

り，経済の指揮機関を，資本主義的利益のための機関から，一般の利益のための機

関に転化することである。経済の民主化は，資本主義の構造変化がますますはっき

り明確になるとともに， 1歩ずつ行われる。資本主義的な個別経営から組織された

独占資本主義への発展は，はっきり進んでいる。それとともに，組織労働者たちの

対抗力，政治的民主的に組織された社会の対抗力も，よびおこされている。企業者

たちの経済的専制に対する反撃は，すでにこれまでにおいても，無効果であったの

ではない。生活上重要な経済部門は，資本主義である現在においてすでに，ますま

す多くが私的部門から公的部門に移されている。労働条件は，労働者にとって最悪

な非自由を意味するところの，市場の自由それだけに依存するのではない。労働条

件は，労働組合のますます増大する影響のもとで形成されており，さらに民主的国

家が，搾取の自由に抗して発布するにちがいない法律によって，ともに形成されて

いる。所有権の変化も，始まりつつあるようにみえる。

こうした新秩序の始まりは，労働者階級が経済の民主化を今後いっそう早いテン

ボで促進することを容易にするものである。このための労働組合の力は， 2つの道

で進められる。第1は，立法と公行政に対する要求である。これは，民主的国家に

おいて労働組合と労働者の政治的陣営が通用させ影響を与えうる度合において，な

しとげられる。第2は，組織された労働者自身により直接的に，国家という迂回路

を通じることなしに遂行されるべき，新しい民主主義的経済形態の建設という，課

題である。

この課題と要求に属すものは，団体的労働法の確立，社会的労働保膜法の確立，

社会保険の完成と自治団体，．経営における被用者の共同決定権の拡大，すべての経

済政策的団体における労働者の同権的参加，独占やカルテルを労働組合の完全なる

参加のもとに規制すること，諸産業の経済自治団体への統合，公的部門における経

済的経営の確立，農業における協同組合への結集と専門教育によって生産を向上す

ること，労働組合所有経営の発展，消費協同組合の促進，教育独占の打破である。
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これらの課題の遂行は，労働者階級の精神的物質的生活条件の改善をもたらすだ

けではない。同時にそれは，経済を私的利潤追求から解放することによって．全体

の生活諸条件をより高い段階へ高めるものである。

新しい経済秩序を求めるこの闘いは，労働者階級の団結が強ければ強いほど，目

標獲得への努力において一致すれば一致するほど，ますます成功裏になしとげられ

るであろう。この解放闘争の骨組をなすものは，その旗のもとに労働者がすでにこ

れまでに次から次へと成功を収めてきた諸団体であり，労働者によって労働者のた

めに作られた労働組合である。

V ナフタリら経済民主主義論の意義と限界

ナフタリ編『経済民主主義』で主張された経済民主主義とは，以上で大体

明らかなように，さしあたり資本主義において経済・経営・労働が社会全体

の利益のためになされ，そこにおいて労働者が主体的存在として参加し共同

決定することであり，それは主として国家の力に依存してなされるが，労働

者階級自身の力によっても直接なされる。その場合全体利益のための企業形

態は，必ずしも国有形態あるいは社会的所有形態（協同組合，労働組合所有

経営）である必要はなく，社会化立法で生まれた経済自治団体のように，私

有のままであっても公的支配・コントロールのもとにあればいい。

このような経済体制は，確かに完全にはかれらのいう社会主義においては

じめて完成されうるものであるとしても，少なくともすでに当時進行してい

たものである。その意味ではナフタリらの書は，硯在の経済の姿をえがいた
(75) 

ものにすぎないとすでに当時批判されてもやむをえない面があったし，もし

そうならば，その経済民主主義論は硯状の多少の改革の提言であっても，経

済体制・社会体制の根本的変革の主張とはとうていいわれえないことになろ

だ
こうした点から注目されるのは， 1929年大恐慌が勃発して相対的安定が崩

壊し， ドイツ資本主義が重大な局面を迎えるや，ナフクリら自身が属するい
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わゆる社会民主党・自由労働組合の陣営からも，ナフクリらの経済民主主義

論には資本主義体制打倒の理論としてシンポルカ (Symbolkraft)がないと

いう批判をうけるにいたったことである。それは， 1931年パール (Pahl,
(77) 

Walter)によって提起されたものである。

パールは，とくに大恐慌以後ナチスが急伸したのに対して，社会民主党や

自由労働組合など，共産党とは一線を画すいわゆる社会主義勢力がたち遅れ

たのは，大衆のもつ反資本主義的気運を吸収できていないためでないかと問

う。パールによれば，ナチズムが真に反資本主義的なものであるかどうかは

別にして，少なくとも大衆には反資本主義的運動としてうつっているのであ

り，自分たちの反資本主義的願望をそれに託しているのである。

しかしパールによると，本来の反資本主義的運動であるのは，社会民主党

や自由労働組合などいわゆる社会主義的陣営であったし，であるはずであ

る。しかるに，これらの陣営は何故反体制的な大衆の支持をえられなくなっ

たのか。それはかれによれば，これらの社会主義的陣営がワイマール体制に

なって，日常の改良的活動 (Reformtiitigkeit) に追われたり， あるいはそ

れに自己満足して，そもそもの原点であった資本主義打倒，社会主義実現と

いう目標をなおざりにしたからである。

かればいう，「今日では社会主義的目標という観念が， 実務的な改良活動

に完全に解消されている危険がある。……実務的な改良活動には，資本主義

的経済体制を克服しようとする目標意志からくる変革的，革命的な動機づけ
(78) 

が欠けているように思われる」。「われわれは硯実に，，合わせ“すぎたのであ
(79) 

り，……改良主義は，本来の限界を，今日では越えている」と。

そこでかれは，今や「社会主義的運動のための意欲に目標を提起すること

こそ問題である」として，これまでの経済民主主義論は，社会主義という目

標に対する道筋を示したものといわれているが，しかしそこでは目標そのも

のの具体的姿が不明確であるため，経済民主主義論はシンボルカをもちえな
(80) 

かったと批判する。

パールによると，社会主義的運動の目標としての社会主義，かれの別の言
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葉によると社会化は，何よりも全経済体制を欲求充足経済 (Bedarfsde-

ckungswirtschaft)とし計画経済(Planwirtschaft)とすることをいうのであ

り，資本主義によって破壊された労働と生産手段所有との結合をば，中世の

手工業的な経営形態に戻るのではなく，大企業経営形態を維持したままで再

興することであるという。そこでかれは，ナフクリらの経済民主主義論で主

張されているような公営企業は，まだこうした欲求充足経済原則に欠けてい

ると批判するととも，カルテルや独占企業に対しては，国家による統制のみ

では不十分であるし，さらに大企業経営形態において労働と生産手段の結合

を大規模共同所有 (Gemeineigentum)という形態で再興するために，重要

産業ならびに巨大独占企業の国有化が必要であると主張する。ここでかれが

国有化の対象としてあげているのは，鉱業，鉄鋼，セメント・化学肥料，電

カ・ガス，交通などの産業部門であり， さらに I・ G・ファルベン ジーメ
(81) 

ンス，クルップ， AEGなどの巨大独占企業である。
(82) 

パールは，その主張の仕方からみても明らかに共産党系論者ではない。ま

た，かれの以上のような主張が，当時の社会民主党・自由労働組合主流派の

代表的見解であったとも必ずしも思われないが，しかし， 1929年以後におい

ては，ナフクリ編『経済民主主義』に代表されるこの派の経済民主主義論に

対して，このような批判が，たとえ部分的にしろ，この派の中でなされる状
(83) 

況にあったことは否定できないように思われる。少なくともパールの批判

は，ナフタリらの経済民主主義論がドイツ資本主義の相対的安定を基盤とし

たもの以外の何物でもなく，またその限りにおいてのみ有効性をもちえたも
(84) 

のであったことを示している。

では，ナフタリらの主張は，その生まれた時代において，つまり相対的安

定の時期においてどのような実践的意義を有しえたであろうか。ヴァイツェ

ンによれば，ナフクリ編『経済民主主義』は，当時一般には，社会主義実硯

の道を示したものであり，そしてその道が資本主義的企業・企業者の専制を

打破するところ，およぴ支配階級の個別的利益よりも全体の利益を守り優先
(85) 

させるところにあることを主張したものとして， うけとられていた。この 3
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点を手がかりに以下検討してみよう。

まず社会主義についていえば，ナフタリらの主張はわれわれのみるとこ

ろ，生産手段の私的所有の廃絶を決定的メルクマールとは考えない，資本主

義においても可能な計画的経済体制をさすものと考えざるをえない。このよ

うな主張がとにかく 1つの社会主義の主張であることは，これを否定するこ

とはできない。ちなみに社会主義という言葉そのものについてみると， ドイ........  
ツでは新歴史学派は講壇社会主義を名乗り，ナチスも正式には国家社会主義

ドイツ労働者党 (Nationalsozialistische Deuts,che Arbeiterpartei)と称
(86) 

するものであった。 ミーゼス (Mises, Ludwig) は当時の著，，Gemein-
(87) 

wirtschaft"の冒頭において， 「社会主義は今日のスローガンである」と書

いており，社会主義という言葉は当時ドイツにおいてかなり一般にアビール

するものをもっていたものと思われる。それ故，社会主義系労働組合といわ

れた自由労働組合としては，当時，少なくとも目標としての社会主義を放棄

することはとうていできないことであったであろう。

しかし，それが資本主義を真に正しい意味において止揚して実現される社

会主義であるかどうかは，いうまでもなく全く別の問題であり，目標として

の社会主義という主張が，単に言葉の上でのスローガンにとどまり，真に正

しい意味での社会主義でなければ，結局は，社会主義の主張としては実践的

にも大きな意味をもちえなかったであろう。それは1931年のパールの批判に

も明らかな通りである。

ナフタリらの主張する経済民主主義は，これまで述べてきたように，端的

には，社会全体の利益の優先を根本的指導原理とするものと解される。この

全体利益優先の観点は， ドイツ自由労働組合の根本的理念となってきたもの

ではあるが，しかし，経営協議会をめぐる論争において明らかなように，一

般労働者の日常の実践において直ちにアビールするものであったとはいいが

たい。とするならば，ナフタリらの経済民主主義論が，当時一般の労働者に

対してなんらかの直接に実践的な具体的意義をもっていたとすれば，それは

まず，資本・企業・企業者の専制を打破しコントロールしようと訴えたとこ
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ろにあったと考えられる。

これは，実は， ドイツ自由労働組合における経済民主主義論の出発点であ
(88) 

ったものでもあるが，ナフタリ自身，自由労働組合第13回大会における報告

において，「資本主義の特徴的な，多分最も本質的な現象は， 企業者の専制

である」と述べ，つづいて「労働者たちの硯在の要求は……資本主義の除去

そのものにあるのではなく，企業者専制 (Unternehmerautokratie)を広範
(89) 

に制限すること，すなわち民主主義を 1歩進めることである」と述べてい

る。全休利益優先の観点は，この点からいえば，資本・企業・企業者の専制

の打破を主張する際のいわば理論的バックボ．ーンであったと思われる。

しかしこのことは，ナフクリらの経済民主主義論が実際にもこのような役

割を果たしたことを，必ずしも意味しない。ヴァイツェンは，ナフクリらの

経済民主主義論が，確固たるイデオロギーを有しない一般労働者をば，奮い
(90) 

立たせる力を有しなかったと述べているが，これは， ドイツのその後の歴史

をみれば首肯されざるをえない事実である。このことは他面において，ナフ

クリらの経済民主主義論が，結局は，労働組合幹部の理論にとどまっていた

ことを示すものであり，したがって，当時ゲルバー (Gerber,Rudolf)やウ

ルプリヒト (Ulbricht,Walter)などの共産党系論者が，ナフクリら経済民
(91) 

主主義論を一部労働貴族の主張と批判してやまなかったことは，正鵠を射て

いたといわざるをえないのである。

VI 小括

ナフタリらの経済民主主義論は， 1925年自由労働組合第12回大会で提示さ

れた，左よりのヘルムペルク的な考え方と右よりのイエッケル的な考え方と

いう 2つの主張の系譜からいえば，目標としての社会主義の主張や経営民主

主義に対する消極論からいっても，ヘルムペルク的な考え方に属するもので

ある。

しかし，もともと目標としての社会主義の標榜，指導原理としての社会全

休の利益の強調，労資対等の上にたつ経済・企業の運営への参加，そして労
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働者の物質的生活の向上は，社会主義的労働組合といわれるドイツ自由労働

組合のかねて主張してきたものであった。それ故，ヘルムベルク的な考えも

イエッケル的な考えも，本稿冒頭で述べたように，もともとドイツ自由労働

組合がともに有していた二面性ともいうべきものであって，両者において本

質的に決定的な対立があったのではない。

また，ナフタリらの経済民主主義論，端的にはナフタリ編『経営民主主

義』は，当時のドイツ自由労働組合の比較的若手の幹部による共同執筆の書
(92) 

であって，そうした点からも同書は，種々な考え方を種々な人に受け入れや

すいよう調和的にまとめたものという折衷的性格を有している。ヘルムベル

ク的な考え方とイエッケル的な考え方という 2つの路線には， ドイツ自由労

働組合のそれまでの主張からみて，大きな本質的な遮いはないが，ナフタリ

らの書は，この 2つの路線についていえば，ヘルムベルク的な考えを柱と

し，内容的にはイエッケル的な考えを摂取した形で展開されたものとみるこ

とができよう。

ナフタリ編『経済民主主義』は，一般組合員に対する実践的影響力は別と

して， 1928年公刊とともに，当時ドイツにおいてとにかく大きな反響をよん
(93) 

だ。労働界はもとより，資本・経営者の側やジャーナリズムなどにおいてそ

うであった。さらに第2次大戦後ドイツにおいても，同書はこの問題につい
(94) 

ての古典的文献として今日でも版を重ねている。同書がこのように反響をよ

び今日でも高い評価をうけるのは，ひとつには，ヘルムベルク的路線とイエ

ッケル的路線とを調和的に総合しているためであろう。けだし，資本主義体

制を超克せんとする願望と，資本主義のもとにおいて精神的物質的によりよ

き地位を得んとする願望とは，資本主義においてともかく反体制的な立場を

とる労働組合にとって，宿命的な二面性ともいうべきものであるからであ

る。ナフタリ編『経済民主主義』が， もしもヘルムベルク的な考えあるいは

イエッケル的な考えのいずれか一方のみに立つものであったならば，このよ

うな反響を生むことはなかったであろうと思われる。

このことは，換言すれば，ナフタリ絹『経済民主主義』が， ワイマール期
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ドイツにおいて，とにかくワイマール体制を支え発展させようとした人びと

のいわば総意を総合的集約的に示す1つの代表的文献であったことを意味す

る。このことは，本稿においてナフクリ編『経済民主主義』をもって，当時

のドイツの経済民主主義論の一応の到達点，確立点とする根拠の 1つである

が，ところでこのように経済民主主義についての考え方を総合的に示すこと

は， 1928年の段階においてはじめて可能であったであろう。

もともとドイツにおける経済民主主義論は，本稿の最初で述べたように，

1918~19年第1次大戦終了時における資本の労働に対する最大限の譲歩を基

盤として，労資同権を旗印に生成したものであるが，当時はまだ理論として

は萌芽的なものであった。経済民主主義論が本格的にとりあげられた1925年

の自由労働組合第12回大会は， ドイツ資本主義が1923年の大ィンフレーショ

ン， 1924年以降の合理化運動によって立り直り，労働側が防衛的立場におか

れたいわば転換期において開かれたものであって，同大会においてヘルムペ

ルク的路線とイエッケル的路線とがいわば並行的に提示されるにとどまった

ことは，このような状況を反映するものであった。

1924~25年以降ドイツ資本主義は相対的安定的発展の時期を迎え，全休と

しては資本の攻勢＝労働の防衛という力関係のもとではあるが，労働側とり

わけ自由労働組合は，相対的に力をとり戻し立ち直ることができた。ナフク

リらの経済民主主義論には，政治的にも社会民主党が政権の座にあるかある

いは大政党として枢要な地位を占めるワイマール休制において，その経済休

制を「組織された資本主義」としてとにかく受け入れ，国家および経済の中

で自分たちの地位を強固なものにしようという労働組合の，とくに幹部の意

図がにじみ出ているが，このようなことは，自由労働組合としては， 1925年

の段階ではまだなしうることができなかったであろう。

ちなみに， ヒルファディンクが「組織された資本主義」論，ならびに「組

織された資本主義」の社会主義への転化の方策としての経済民主主義を，本
(95) 

格的に主張したのは1924年の論文「時代の諸問題」 (Problemeder Zeit) 

においてであった。ナフクリらの経済民主主義論は，それを現実的に裏づけ
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しいわば内容的に充実した形で展開したものとみることができるのであっ

て，それは，既述のように，相対的安定の一定の進行•発展を基盤としての

み硯われうるものであったであろう。

〔本稿は昭和57• 58年度文部省科学研究費補助金（一般研究(C)代表者大橋昭一）に
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